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このたび、株式会社レガシィ様より、弁護士の先生方のためのセミナー開催キットの DVDを発売していただく

運びとなりました。実際のセミナーでご活用いただけるよう、必要なものを取り揃えているキットです。 

下記ページでも、詳しくご紹介いただいております。 

▶▶ https://www.legacy-cloud.net/ordinary_products/3157 

本ＤＶＤでは、これまで当事務所が開催してきた接骨院・整

骨院様向けセミナー、保険代理店様向けセミナーのノウハウ

を整理したものとなります。 

当事務所では、これまでにセミナー等を通じて、接骨院・整

骨院様や保険代理店様に法律業務、弁護士の役割をご理解い

ただき、様々なご縁をいただいてまいりました。 

一方、こうした活動の中で実感することは、わたしたち法律事務所や弁護士の役割がまだまだ十分には認知さ

れていないのではないか、ということでもあります。 

 

本ＤＶＤでは、当事務所のノウハウを公開することで、より多くの方々に法律事務所や弁護士の役割をご理解

いただき、法律事務所や弁護士との接点をお持ちいただくきっかけとしていただきたいという想いで作成に臨

ませていただきました。 

本ＤＶＤが、法律事務所や弁護士だけでなく、法律事務所や弁護士との接点を必要としているより多くの方に

とって、多少なりともお役に立つことがあれば講師として望外の喜びです。 

※ご注文は、上記ＵＲＬのページにて直接ご注文いただくか、当事務所までお問い合わせください。  
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そのまま話すだけ！ 整骨院・損害保険代理店に喜ばれる人気セミナーを完全再現！ 

付録ＣＤ－ＲＯＭには、自由に使用可能なレジュメ・資料・ＤＭ案内を収録！ 

＜内容＞ 収録時間：各 60 分 

第１巻 セミナー開催のポイント 

z 地方事務所の経営戦略  

z 交通事故分野の相談ルート  

z 整骨院・損害保険代理店との関係構築 ・セミナー

テーマ選定・スケジュール 

第２巻 整骨院向けセミナー実施例 

z 交通事故に関わる法律・治療 

z 自賠責保険制度の活用方法 

第３巻 損害保険代理店向けセミナー実施例 

z 交通事故に関わる法律 

z 保険会社対応のポイント・弁護士の活用 

１. Topics：交通事故セミナー開催キットのご紹介 

https://www.legacy-cloud.net/ordinary_products/3157


コンプライアンスとは、法令等遵守と和訳されています。昨今では、大手教育関連企業が大量の個人情報を流

出したり、日本を代表する企業の不適切会計処理を犯してしまったりしたことが、マスメディアを賑わせたこ

とがありました。 

このような大企業による不祥事は、多くの方にとってもご記憶に新しいことと思います。このような不祥事

は、冒頭のコンプライアンス違反が問題となる事例といえます。 

近時では、ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility）（＝企業の社会的責任）という言葉とともに、コ

ンプライアンスという言葉も、企業に求められる責任という意味合いで使用されることが多くなってまいりま

した。 

一方で、コンプライアンスとはよく聞くものの、具体的には何を守らなければならないのか、また何を犯し

てしまったらコンプライアンスに違反することになるのか、明確に理解することができずにいる企業も少なく

ありません。 

社会の高度化・複雑化に加え、インターネットの普及による情報化社会の進展によって、コンプライアンス

リスクもより複雑化・重大化している現状において、コンプライアンスリスク管理を誤ることは、企業の運営

自体を左右しかねません。 

そこで、本ニュースレターでは、コンプライアンスの基本を解説するとともに、コンプライアンスリスクが

生じた場合における初動対応について解説することといたします。 

なお、本ニュースレターにおける法規制及び法解釈については、今後の法改正・解釈の変遷や議論の集積等

により変更される可能性があることにご留意ください。  

２. Column①：コンプライアンス管理 初動対応の実務 
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I. コンプライアンスの基本の理解 

1. コンプライアンスとは 

そもそも、コンプライアンスとは何か、ということですが、以下のように和訳・定義されています。 

コンプライアンス＝法令等遵守 

コンプライアンスの定義のポイントは、「法令」に限られないということです。すなわち、コンプライアンスとは、

単なる法令遵守にとどまらず、法令を超えた社会規範や社会道徳、ステークホルダーの利益や要請に適うことまで

も求められる概念ということができます。 

したがって、コンプライアンスリスクは法務リスクに限られないといえます。 

コンプライアンスリスクと法務リスクの関係を整理すれば、以下の概念図のようになります。 

法務リスクとコンプライアンスリスクは重なり合いますが、法務

リスク＝コンプライアンスリスクではないといえます。 

 

したがって、コンプライアンスリスクを考慮するときには、法務

リスクだけを考慮することでは足りないということになります。 

 

2. コンプライアンスの根拠 

このように、コンプライアンスとは法務リスクに限られない、広範な概念ということができます。 

そもそも、コンプライアンスが求められる根拠はどこにあるかということを考えると、以下の３つに整理するこ

とができます。 

① 法規範：行政で決められた法律や条例など、法としての拘束力のある規則 

➢ 民法・会社法・刑法・労働基準法 … 

② 社内規範：社内で決められたルールや業務マニュアルなどの規則 

➢ 就業規則・社内規定 … 

③ 倫理規範：職務上守るべき企業倫理・道徳規範  

➢ 倫理綱領・コンプライアンス・マニュアル … 

コンプライアンスに抵触するかどうかを検討する場合には、この３つの規範を意識することが求められます。 

3. コンプライアンスリスクの現状 

ところで、冒頭でも述べましたが、昨今では大企業であっても不祥事を起こしてしまい、コンプライアンス違反

が叫ばれることが珍しくありません。 

このように、コンプライアンスが注目されるようになった背景には、以下の４つの事情があると考えられます。 

 

 

 

 

① ＣＳＲ（企業の社会的責任）の重視 

コンプライアンスが企業に求められるようになった背景の１つとして、ＣＳＲが重視されるようになってき

たことが挙げられます。 

企業は、利益を追求することが求められる組織的集団ですが、一企業の有する社会的影響力が増大すること

にともなって、企業に求められる責任も重視されるようになってきています。 

例えば、メーカー等が商品の製造過程において、違法な労働実態を放置していたり、海外において児童労働

を行ったりしている場合には、企業の人権軽視の姿勢が咎められることも起こりえます。 

このように、企業の社会的責任を求める意識の高まりの中で、企業に対するコンプライアンスの要求も高ま

ってきているといえます。  

１．ＣＳＲ（企業の社会的責任）の重視 

２．業績拡大・短期的利益の優先 

３．企業人の意識の閉鎖性 

４．法律解釈の変遷 
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② 業績拡大・短期的利益の優先 

一方で、企業は社会的責任を果たすことだけでなく、事業活動を通じて業績を拡大するとともに、利益を追

求することが求められます。 

近時では、会社は株主のものであるという主張も強くなり、企業にはともすれば短期的利益を優先すること

が求められることもあります。 

ときには無理な業績拡大や短期的利益の追求に応えるために、十分な検証もされないままに事業活動が展開

され、コンプライアンスリスクを犯してしまうということも起こりえます。 

③ 企業人の意識の閉鎖性 

また、コンプライアンスリスクは、一企業独自の風土のもとで起きてしまうことが珍しくありません。 

社会的・道徳的にみて、問題がある行為ではないかと思っていても、企業にとって利益が上がるのであれば

よいのではないか、さらには当該部署にとってメリットがあるのであればよいのではないか、このような閉鎖

的な意識によって問題のある事業活動が展開されてしまい、コンプライアンスリスクを犯してしまうというこ

とが起こりえます。 

④ 法律解釈の変遷 

さらに、社会の高度化・複雑化に伴い、法律解釈も変遷を重ねています。 

例えば、個人情報保護法なども近時改正が予定されており、個人情報を管理しなければならない対象企業の

範囲も大幅に拡大しています。 

このように、法律解釈の変遷や法改正を意識していないために、これまではコンプライアンスに抵触してい

ない行為であっても、時代の流れとともにコンプライアンスリスクを犯すことになってしまうということもあ

りうるのです。 

コンプライアンスリスクの現状を概観すれば、企業に求められる要求は年々増大するとともに、コンプライ

アンスリスクの影響はより増大しているといえます。 

コンプライアンスリスクを軽視することは、安定的・持続的運営を志す企業が決して取るべき姿勢ではない

といえます。 

そして、コンプライアンスリスクは、企業だけの問題ではなく、社員自身の問題でもあることを決して忘れ

てはなりません。 

コンプライアンスリスクは、「人」によって起きる問題であり、「企業」だけの問題ではありません。 

そして、コンプライアンスリスクは、「企業」のみならず「従業員」自身の問題にも直結します。 

ひとたびコンプライアンスリスクが発生した場合、企業が法的責任・社会的責任を問われることはもちろん

ですが、コンプライアンスリスクを犯した従業員自身も、個人としての法的責任・社会的責任を問われること

になります。 

したがって、従業員各自が、会社のこと、他人事として捉えるのではなく、自分自身の問題として捉え、コ

ンプライアンスリスクに備えた意識改革をすることが求められます。 

4. コンプライアンスリスクを防ぐための対策 

このようなコンプライアンスリスクを防ぐためには、以下の事項に留意する必要があります。 

１． 意識改革の必要性 

２． 隠蔽体質の除去 

３． 原因の究明と再発防止への努力 

４． 管理・監視体制の整備 

５． 開かれた組織の必要性 

そして、部門間だけでなく従業員と経営層の風通しをよくし、外部の目線を意識することにより、内向きで

閉鎖的な企業風土を変えていく必要があるといえます【縦と横の連携】  

２．Column①：コンプライアンス管理 初動対応の実務 
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II. コンプライアンスリスクの理解 

コンプライアンスリスクは、以下の３つに分類することができます。 

 

 

 

そして、この３つの分類から、さらに企業のコンプライアンスリスクと、従業員個人のコンプライアンスリ

スクの２つに分類することができます。 

1. コンプライアンスリスクに伴う企業の責任 

コンプライアンスリスクが生じた場合における企業の責任を整理すれば、以下のとおりです。 

① 法規範違反 

法規範違反としては、民事責任・行政責任・刑事責任に分類する

ことができます。 

民事責任として、損害賠償責任や、場合によっては信用回復措置

などが問題となります。 

行政責任として、法令違反行為を行ったことに対する是正勧告や、

悪質と判断された場合には業務停止命令まで受けることもあり得ま

す。また、違法行為の態様によっては、企業名公表措置を行われて

しまうことも起こり得ます。企業名公表措置まで行われた場合には、

インターネット等によって容易に拡散してしまい、深刻なレピュテ

ーションリスクにまで発展しかねません。 

刑事責任として、書類送検や罰金だけでは済まずに、経営者が逮捕・起訴されるということも起こり得ます。経営者が

逮捕・起訴されるような事態にまで発展すれば、当該企業の存続自体危ぶまれることになりかねません。 

② 倫理規範違反 

また、コンプライアンスリスクが生じた場合、企業のＣＳＲの観点から、企業に対する倫理的批判が加えられることも

あり得ます。 

現在では、企業不祥事に対する倫理的批判は、ＳＮＳやネットによって容易に拡散します。 

最近では、「ブラック企業」問題が注目されているように、一旦不祥事が公開されればすぐに拡散し、当該企業のレピ

ュテーションリスクは相当なものとなります。 

2. コンプライアンスリスクに伴う従業員個人の責任 

コンプライアンスリスクが生じた場合における従業員個人の責任を整理すれば、以下のとおりです。 

① 法規範違反 

従業員個人であっても、法規範違反として、民事責任・刑事責任が問題となります。 

民事責任については、企業と同様に、損害賠償責任が問題となります。 

刑事責任については、コンプライアンス違反の内容にもよりますが、財産犯や身体犯（傷害罪等）が問題と

なりえ、場合によっては逮捕・起訴され、懲役刑を受ける可能性もあります。 

② 社内規範違反 

また、企業にはなく、従業員個人特有の問題として、社内規範違反に伴う責任が生じえます。 

従業員個人がコンプライアンスリスクを犯すことによって企業に損害を与えた場合、懲戒事由に該当するほ

か、人事評価において降級・降格をされることがあり得ます。  

１． 法規範違反 

２． 社内規範違反 

３． 倫理規範違反 

２．Column①：コンプライアンス管理 初動対応の実務 
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③ 倫理規範違反 

また、コンプライアンスリスクが生じた場合、企業に限らず、従業員個人の氏名が公表され、ＳＮＳやイン

ターネットで拡散することも起こり得ます。 

このようにインターネット上に不祥事を起こした者の個人情報が拡散することによって、従業員個人の人生

も左右されかねないことになります。 

III. コンプライアンスリスク管理の初動対応 

このように、コンプライアンスリスクが生じた場合、企業のみならず従業員個人にとっても深刻な影響が生

じることは不可避といえます。 

そこで、実際にコンプライアンスリスクが生じた場合には、初動対応としてどのようなことをすべきなのか、

具体的事例をもとにいくつかご紹介いたします。 

1. 労務問題におけるコンプライアンスリスク 

(１) 想定事例 

Ａ社の営業部長であるＢ氏は、部下Ｃ氏の営業成績が一向に改善しないために、厳重に注意し

なければならないと考えました。Ｂ氏は、他の従業員も参加している朝礼の席上で、 

「いつまで実績を出すことができないのか。お前は無能で、無駄飯ぐらいだ。さっさと退職届

でも出して、別の仕事でも探したらどうだ。お前の代わりなんかいくらでもいる」 

と、大声で怒鳴りました。 

Ｂ氏は、Ｃ氏の発奮を期待したつもりでした。 

(２) 想定されるコンプライアンスリスク 

本件では、いわゆるパワーハラスメントが問題となります。 

このように、パワーハラスメントが問題となる場合、企業には以下のコンプライアンスリスクが生じること

が想定されます。 

① 不法行為責任 

企業は、B氏の使用者として、使用者責任に基づく損害賠償責任を追及される可能性があります（民

法７１５条）。 

② 債務不履行責任 

使用者は、労働者の安全に配慮する義務を負っています（労働契約法５条）。 

パワーハラスメントが生じた場合、職場環境整備義務及び職場環境調整義務に違反したものとし

て、債務不履行責任（民法４１５条）を問われる場合があり得ます。 

なお、従業員が派遣労働者であった場合、派遣会社（派遣元）だけでなく、派遣先会社の責任で

もあるため、派遣先でパワハラが生じた場合、派遣先も責任を負う可能性があります。 

③ レピュテーションリスク 

今回のパワーハラスメント騒動が訴訟に発展した場合、「ブラック企業」等とレッテルを貼られる

おそれがあります。 

(３) パワーハラスメントとは 

本件では、パワーハラスメントが問題となっていますが、そもそもパワーハラスメントとは、「同じ職場で

働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神

的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義されています。 

ポイントは、以下の２つです。 

① 上司から部下に対するものに限られず、職務上の地位や人間関係といった「職場内での優位性」

を背景にする行為が該当すること 

② 業務上必要な指示や注意・指導が行われている場合には該当せず、「業務の適正な範囲」を超える

行為であること  
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したがって、ミスを犯した部下に注意や指導をすること自体は、職務の円滑な遂行上、一定程度許容されます。 

(４) パワーハラスメント６類型 

パワーハラスメントは、６つの類型があり、それぞれに該当すると違法とされます。 

① 身体的な攻撃 

➢ 暴行・傷害 

② 精神的な攻撃 

➢ 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言 

③ 人間関係からの切り離し 

➢ 隔離・仲間外し・無視 

④ 過大な要求 

➢ 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害 

⑤ 過小な要求 

➢ 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと 

⑥ 個の侵害 

➢ 私的なことに過度に立ち入ること 

(５) パワーハラスメントの違法性の判断基準 

もっとも、どの程度の範囲までであれば許容され、どの程度まで行ってしまうと違法なパワーハラスメント

とされるのか、その範囲が問題となります。 

パワーハラスメントは人格権侵害の一類型であり、以下の①〜③のいずれかに該当する場合には違法とされ

ます。 

① 問題となっている業務命令等が、業務上の必要性に基づいていないもの 

② 外形上、業務上の必要性があるように見える場合であっても、当該命令等が不当労働行為目的や退職強

要目的など、社会的に見て不当な動機・目的に基づいてなされていること 

③ 当該命令等が労働者に対して通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を与えること 

このように、各ハラスメントの違法性の判断基準を整理すると、以下の概念図のようになります。 

 
こうして整理すると、上司等の言動が業務と関連性があり、適切な指導といえる場合に限って正当行為とし

て許容されることになることがお分かりになるかと思います。 

(６) コンプライアンス管理初動対応の実務 

このように、パワーハラスメント問題が生じてしまった場合、企業としては、コンプライアンス管理として

以下の初動対応が求められます。 

１． ヒアリングの実施 

➢ 会社が迅速な対応を怠った場合、不作為を理由として損害賠償責任を負う可能性があることにご留意く

ださい（横浜地裁平成１６年７月８日判時１８６５号、大阪地裁平成２１年１０月１６日参照）  
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２． 事実関係の精査 

① 客観的資料の収集（メール、メモ、写真等） 

② 相談者からのヒアリング 

③ 加害者からのヒアリング 

④ 第三者（同僚等）からのヒアリング 

３． 社内処分の検討 

➢ 加害者が被害者に対して逆恨みをするケースも（名誉毀損等） 

➢ 懲戒処分の妥当性の検討（過去の事例とのバランス） 

➢ 被害者保護の徹底 

４． 再発防止策の構築 

① 管理職を対象にしたパワハラについての講演や研修会の実施 

② 一般社員を対象にしたパワハラについての講演や研修会の実施 

③ パワハラについての相談窓口の設置 

④ 就業規則等の社内規程への盛り込み 

⑤ アンケート等による社内の実態調査 

2. 不正行為におけるコンプライアンスリスク 

(１) 想定事例 

Ｄ氏は、Ｅ社の在職中に営業部に所属し、取引先との業務発注なども担当していました。 

Ｄ氏は優秀な営業成績を誇っていたものの、Ｅ社が営業成績に応じたインセンティブを支払っ

てくれないことに不満がありました。 

そこでＤ氏は、取引先に水増し注文し、水増し分をインセンティブの代わりとして受け取って

いました。 

その後Ｄ氏はＥ社を退職し、他社に転職しましたが、Ｅ社からは特に問題もなく、退職金も支

払われました。 

ところが、Ｄ氏が退職してからしばらくして、Ｅ社内で、Ｄ氏が在職中に水増し請求をしてい

たことが発覚しました。  

(２) 想定されるコンプライアンスリスク 

本件では、Ｄ氏がＥ社の在職中に水増し請求をした上で不正にお金を受け取っていたことが問題となります。 

この場合には、Ｄ氏に以下のコンプライアンスリスクが生じることが想定されます。 

１． 民事責任 

➢ 不法行為責任（民法７０９条） 

➢ ＤはＥ社に対する損害賠償責任を負う 

２． 刑事責任 

➢ 詐欺罪（刑法２４６条） 

➢ 業務上横領罪（刑法２５３条） 

３． 雇用契約上の責任 

➢ 退職金の返還請求 

４． 職業倫理上の責任 

➢ レピュテーションリスク（社会的信用・地位の喪失）従業員の不正行為の態様 

ところで、従業員の不正行為は、大きく①業務に関連した不正行為と、②私生活上の不正行為、に分類する

ことができます。 

例えば、会社の金銭を着服する、会社の商品を盗む企業秘密を外部に売却する、等の業務に関連した不正行

為であれば、企業として適切な対応をすることが求められます。 

このようなケースでは、行為態様・被害規模によっては公表・広報対応も検討することになります。 

一方、ストーカー、痴漢、飲酒運転等、私生活上の不正行為については、基本的には会社が立ち入るべきで

はないといえます。もっとも、職場環境が乱されたり、業務に支障が生じたりする場合、取引先等に被害が及

んだりしている場合には、会社として対応が必要となります。  
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従業員の不正行為が発生した場合位は、業務に関連した不正行為といえるか、または私生活上の不正行為と

いえるか、この区別を意識する必要があります。 

(３) 不正に至る３つの要素 

なお、従業員が不正行為を行う場合には、①動機（金銭的要求、ストレス、不満等）②正当化（みんなもや

っている、自分は悪くない等）③機会（不正行為ができる環境）の３つの条件が揃っているともいわれます。 

言い換えれば、この３つの条件すべてが満たされないような環境を整備することで、従業員の不正を未然に

防ぐことが期待できるといえます。 

(４) コンプライアンス管理初動対応の実務 

このように、従業員の不正行為が生じてしまった場合、企業としては、コンプライアンス管理として以下の

初動対応が求められます。 

１． 事実調査・調査委員会の設置 

２． Ｄに対する損害賠償請求の検討 

３． Ｄに対する刑事告訴の検討 

４． Ｄに対する退職金の返還請求 

５． 広報対応 

６． 再発防止策の構築 

➢ 発注者と管理者を分ける 

➢ 発注にあたり上司の承認を得ることにする 

➢ 定期的な人事異動を行う 

➢ 発注管理業務に対する内部監査項目を見直す  

 

IV. 結語 

これまでにコンプライアンスの基本とリスクの概要、そして初動対応について解説いたしました。 

コンプライアンスリスク管理のポイントを整理すれば、以下のとおりです。 

当事務所では、コンプライアンス管理でお悩みの企業様に向けて社内研修等も実施しています。 

コンプライアンス管理でお悩みの企業様は、お気軽にご相談ください。  

１． コンプライアンスの基本の理解 

➢ 法規範＋社内規範＋倫理規範 への意識 

２． コンプライアンスリスクの理解 

➢ コンプライアンスリスクの複雑化・重大化 

➢ 企業 ＋ 従業員個人 に対するリスクの認識 

３． コンプライアンスリスク管理の初動対応の理解 

➢ 事前対応 ＋ 事後対応 の重要 

➢ 部門間の対応 ＋ 従業員・経営層間の対応（「縦と横の連携」） 

➢ 一時的ではなく継続的対応 の重要性 
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■■ お客様お問い合わせ記入欄 ■■ 

今回の記事に関して、ご質問・ご不明点があれば、左記にご

記入のうえ下記までお問い合わせください。 

TEL  029-875-8180(平日 9:00〜17:00) 
FAX  050-3730-0060 
E-MAIL nagase@nagasesogo.com 

□ 今回の記事について相談したい 

□ 開催セミナーについて相談したい 

お名前：                

ご住所：                

連絡先：TEL              



社会保険労務士様への約束 

このようなことでお困りではありませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 企業法務・個人法務双方の知見を活かした最良のサービスを提供します 

２． 正確・迅速な対応をお約束します 

３． 「できない理由」ではなく「できる方法」を提案します 

当事務所は、様々な労働問題への対応にあたり、これまでも多くの社会保険労務士様から、顧問先の労務ト

ラブルや、場合によっては社会保険労務士様ご自身の労務トラブルについてご相談をうかがってまいりました。 

弁護士法人長瀬総合法律事務所は、残業代請求対応や解雇問題、労働審判や訴訟対応、労働組合対応（団体交

渉等）など、様々な問題を解決してきた実績があります。 

当事務所は、これまでに培った知見を活かし、社会保険労務士様をサポートさせていただくことで、顧問先

様、ひいては先生方の継続的な事業発展に貢献していきたいと考えております。 

当事務所の「企業法務サイトでは」下記項目をより詳しく説明しております。是非、ご覧ください。 

 

  

 

  

３. Column②：【企業法務】社会保険労務士様向け顧問サービスのご案内 

セクハラ・パワハラトラブルの相談を受けた 

残業代請求の内容証明郵便が届いてしまった 

問題社員との雇用契約の終了の相談を受けた 

労働組合が結成されたがどう対応すればいいか 

法改正されたがどう対応すればいいか 

顧問先の従業員がトラブルに巻き込まれてしまった 

事務所内で労働トラブルが発生してしまった！！ 

顧問先から業務処理についてクレームを受けてしまった 

長瀬総合法律事務所の８つの特徴 

事務所内のトラブルを解決できる弁護士が欲しい 
顧問先・事務所内でトラブルが起きない体制を作りたい 

契約書や就業規則をチェックしたい 

顧問弁護士の敷居が高くて相談できない 

継続的に相談できる弁護士が欲しい 

１ 社会保険労務士様向け顧問サービスのご紹介 

２ 顧問契約のメリット 

３ 顧問弁護士活用事例 

４ 顧問契約費用 

５ 顧問サービス 

６ お問い合わせ 
http://houmu.nagasesogo.com/ 

http://houmu.nagasesogo.com/syarousi_komon_02/
http://houmu.nagasesogo.com/syarousi_komon_03/
http://houmu.nagasesogo.com/syarousi_komon_04/
http://houmu.nagasesogo.com/syarousi_komon_05/
http://houmu.nagasesogo.com/komon/
http://houmu.nagasesogo.com/inquiry/
http://houmu.nagasesogo.com/komon


● 不貞慰謝料請求の流れ 
離婚を決意する原因の一つとして「不貞（ふてい）」、いわゆる不倫・浮気が挙げられます。 

大切な配偶者が「不貞」をしていたことがわかったとき、そのときの苦痛は計り知れないでしょう。 

今回は、他方配偶者に不倫・浮気をされてしまった方が、「不貞相手を訴えたい！」と思ったときにご留意

いただきたいことをお伝えします。 

不倫・不貞相手に慰謝料請求をしたいけれど、住所がわからない 

不倫・不貞相手に対する慰謝料請求をしたいが、どのように進めたらよいだろう 

不倫・不貞相手への慰謝料請求にはどのくらい時間がかかるのだろう 

不倫・不貞相手に対する慰謝料請求を検討し、ご相談にお越しになる方から、このようなご相談を多く寄せ

られています。以下では、不倫・不貞相手に対する慰謝料請求をする場合の流れについてご説明します。 

1. 相手方の住所・氏名・連絡先の調査 

� 相手方の住所・氏名等を調査する必要性 

弁護士であっても、何の手がかりもなく、不倫・不貞相手の氏名や住所等を調査することはできません。 

不倫・不貞行為の相手方の氏名や住所等については、ご相談者自身で確認していただく必要があります。

（当事務所では、調査会社のように相手方の氏名等を調査することはできませんのでご了承ください） 

� 不倫・不貞相手の連絡先しかわからない場合 

このような場合でも、連絡先（携帯電話番号等）から調査ができるケースもあります。 

すぐに諦めるのではなく、調査が可能な場合もありますので、まずはご相談ください。 

� 不倫・不貞相手の勤務先はわかる場合 

相手の勤務先は分かる場合、勤務先に対して裁判関係書類を送付する方法もありえます。 

但し、安易に不倫・不貞相手の勤務先に送付することはかえって請求者の法的責任に発展する可能性も

ありますので、慎重に検討する必要があります。 

2. 請求内容の検討・事実関係の確認 

� 請求内容の検討・確認すべき事実関係 

相手の氏名・住所が確認できたら、次に不倫・不貞相手に対する請求内容を検討する必要があります。

請求内容の検討にあたっては、特に以下の点を確認する必要があります。 

① 婚姻期間・子どもの有無 

② 不倫・不貞行為の時期 

③ 不倫・不貞行為の程度・回数 

④ 不倫・不貞相手の資力・職業 

⑤ 不倫・不貞行為を証明する証拠の有無・内容 

⑥ 他方配偶者が不倫・不貞行為を認めているか否か 

⑦ 他方配偶者との離婚の可能性 

これらの事実関係は、慰謝料請求の金額に影響するだけでなく、そもそも慰謝料請求が認められるかどうか、

今後の方針にも影響する事項です。  
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3. 不倫・不貞相手への慰謝料請求の開始（任意交渉） 

請求内容の検討・事実関係の確認を終えた後、正式にご依頼いただいた場合に、当事務所の弁護士が代理人

として不倫・不貞相手との示談交渉を開始します。 

4. 示談成立の場合 

請求書を送付し、示談交渉を開始した結果、示談が成立した場合には、相手方との間で、示談書を取り交わ

すことになります。示談書を取り交わす際には、概ね以下の事項を規定することになります。 

・ 不倫・不貞行為に及んだことを認める 

・ 不倫・不貞行為に及んだことに対する慰謝料の支払義務 

・ 慰謝料の支払方法 

・ 今後の接触の禁止 

・ 清算条項 

実際にどのような内容の示談書を取り交わすかはケースバイケースといえますが、最低限、慰謝料の金額及

び支払方法は取り交わす必要があります。 

また、不倫・不貞相手が示談書の内容を実際に守るか疑わしい場合には、公正証書を作成した上で、強制執

行認諾条項を付加する場合もあります。 

（公正証書を作成する場合には、別途公正証書作成手数料が発生するほか、公証役場で公正証書を作成する

手続も必要となるため、負担が大きくなることを考える必要があります） 

5. 示談の不成立・訴訟への移行 

相手方が示談に応じない場合には、訴訟による解決を志向することになります。 

訴訟に移行したとしても、その過程で裁判上の和解により早期に解決できる可能性もありますが、一般的に

は示談交渉よりも長期化する傾向にあります。 

また、訴訟に移行した場合に、不倫・不貞行為を立証するに足りるだけの証拠があるかどうかも検討する必

要があります。 

6. 弁護士に相談するタイミング 

不倫・不貞相手に対する慰謝料請求を検討している場合には、早期にご相談をされたほうが望ましいといえ

ます。 

例えば、他方配偶者の不倫・不貞行為が発覚した初期のタイミングであれば、他方配偶者の不倫・不貞相手

も警戒しておらず、必要な証拠が集めやすいといえます。 

また、不倫・不貞行為が発覚した後、相手方との間で適当な内容で示談書を取り交わしたりしてしまうと、

後から撤回することは難しくなってしまいます。 

 

適切に解決するのであれば、できる限り早い段階でご相談に来られることをお勧めいたします。 

それぞれの項目の詳しい情報については、当事務所「離婚問題サイト」をご覧ください。 

トップページのメニュー「慰謝料請求でお悩みの方へ」▶「慰謝料請求をしたい方へ」 

  



 

● 後遺障害とは 
交通事故により怪我をされた場合、頭痛が残ったり、関節が曲がらなくなったりするな

ど、完全に治らないケースもあります。 

このように、もはや治療を続けてもそれ以上の改善が望めない状態を「症状固定」

と言います。そして、このように「症状固定」となった状態で残った障害を「後遺障害」

と言います。 

1. 後遺障害の認定 

後遺障害は、症状の度合いによって後遺障害等級が認定されます。等級は１級から１４級に分類されます。 

本来認められるべき後遺障害等級を認めてもらうことが、適正な解決のために極めて重要です。 

2. 後遺障害等級の認定手続き 

適切な後遺障害等級を認めてもらうには、認定において重要なポイントを理解しておく必要があります。 

① 後遺障害認定：「損害保険料率算出機構」による後遺障害認定 

「損害保険料率算出機構」は、保険料率を算出して損害保険会社が保険料を決定するための機関です。 

機構の認定結果については、機構の判断を無視することができないのが現状です。 

② 交渉・訴訟 

機構による後遺障害等級の認定結果には法的拘束力はありません。 

認定結果に不満がある場合は、訴訟によって争うことも可能です。 

③ 後遺障害等級認定手続 

自賠責後遺障害認定は、① 被害者請求、② 加害者請求、③ 事前認定手続があり、実務上は③の方法に

よることが多い傾向にあります。 

④ 不服申立 

自賠責後遺障害認定手続には、不服申立制度があります。その一つとして、損害保険料率算出機構に対する

異議申立手続です。この異議申立手続を利用せずに、訴訟を提起して後遺障害等級についての裁判所の判断を

仰ぐという方法もありますが、慎重に検討してから適切な方法を選択するべきと言えます。 

 

 

当事務所の交通事故サイトでは、 

 

✓ 上記の後遺障害認定のより詳しい情報 
✓ 後遺障害診断書のポイント 
✓ 代表的な後遺障害の解説 
✓ 各部位の等級の解説 
 

をしております。ぜひご覧ください。  

５. Column④：【交通事故】知っておきたい後遺障害等級認定の実務① 

 

 
 

http://jiko.nagasesogo.com/koui_shogai_tokyu_shurui/


当事務所では、顧問先様及び経営者の皆様に向けて、企業法務に関する弁護士による勉強会を開催しており

ます。 

 

今回は「パワーハラスメント対策セミナー」と題して、職場におけるパワーハラスメントの留意点、初動対

応の実務、そしてハラスメントが起きない職場づくりのポイントを解説いたしました。 

● 研修の内容 

従業員全員が互いに尊重し合い、パワーハラスメントを起こさせない、よりよい・働きやすい職場をつくる

ことが目的の研修セミナーです。 

● 本セミナーの骨子 

本セミナーでは、下記のポイントについて、スライドや映像を織り込みつつ解説いたしました。 

● 当日の様子 

多数の方々にご参加いただき、活発な意見を交わさせていただきました。 

参加された皆様は「自分が当たり前と思っていたことが問題だとは思わなかった」、「これまでに自分もされ

たこともあれば、してしまったこともあるかもしれない」などと感想を述べられており、ハラスメント問題に

対する意識と法律のギャップがあることに驚かれているご様子でした。 

ハラスメント問題は、いったん起きてしまうと職場内の秩序を大きく阻害するとともに、被害者だけでなく

加害者の人生、そして会社の運営自体も狂わしてしまいかねません。 

ハラスメント問題は、いつ、どこでも、誰にでも起こりうる問題です。 

まずはこの自覚を企業様、そして社員の皆様１人１人がお持ちいただき、いかにしてお互いを尊重し、より

良い職場環境を整えることができるかを考えるきっかけとしていただければ、本セミナーを担当したものとし

て大変嬉しく思っております。 

 当事務所では、顧問先様だけでなく、一般企業様からのご要望に応じて研修講師も担当しております。 

 ご興味がございましたら下記サイトをご参照の上、お気軽にお問い合わせください。 

http://houmu.nagasesogo.com/syanai_kensyu/ 

６. Notice：パワーハラスメント対策セミナーのご報告 

パワーハラスメント対策セミナー 

日時：平成２９年３月２１日 

場所：当事務所 牛久本部 

講師：長瀬 佑志 
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✓ パワーハラスメントとは？ 

✓ パワーハラスメントの行為類型 

✓ なぜ職場のパワーハラスメントが問題なのか？ 

✓ パワーハラスメント行為者の責任 

✓ あなたの職場、大丈夫ですか？ 

✓ 職場のパワーハラスメントについて考える 

✓ パワーハラスメントと業務指導 

✓ 職場のパワーハラスメントを予防するためには 

✓ 職場でパワーハラスメントが起きてしまったら 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[牛久本部] 

〒300-1234 

茨城県牛久市中央 5丁目 20 番地 11 

牛久駅前ビル 501 

TEL  029-875-8180 

FAX  050-3730-0060 

【お問い合わせ先】事務所名：弁護士法人長瀬総合法律事務所 

[日立支所] 

〒317-0073 

茨城県日立市幸町 1丁目 4-1 

日立駅前ビル 4 階 

TEL  0294-33-7494 

FAX  050-3730-0060 

 

【事務所理念】 

私たちは、この使命を実現するために、最高のリーガルサービスを提供できる 

よう常に研鑽に務め、組織を発展させます 

すべてのクライアントの「再生」のために 

【事務所ＵＲＬ】 

総 合 サ イ ト ：http://nagasesogo.com 

交 通 事 故 サ イ ト：http://jiko.nagasesogo.com 

刑 事 事 件 サ イ ト：http://keiji.nagasesogo.com 

離 婚 サ イ ト ：http://rikon.nagasesogo.com 

債 権 回 収 サ イ ト：http://saikenkaisyu.nagasesogo.com 

相続・遺言サイト：http://souzoku.nagasesogo.com 

労 働 問 題 サ イ ト：http://roudou.nagasesogo.com 

企 業 法 務 サ イ ト：http://houmu.nagasesogo.com 

 


